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税

制

整

理

を

.論

.ず

第
三
+
三
巻

八
二
六

第
六
號

四
〇

論

税

制

整
、
理

を

論

ず

汐

見

曲

一

.

第

幽
、
問

題

の

饗

遷

政
友
會
内

閣

の
税

制
整

理

は
地
租
と
螢

業
牧
益
税
と

を
國
家

よ
り
地

方
團
禮

に
委
譲

す

る
事

に
基

調

を
置

い
て

み
た

の
で
あ

っ
た
が
、
民
政
窯
内
閣

に
至
り
、
此

の
方

針
を
憂
更
し
全

く
異

れ
る
財
政

々
策
を
採
用

す

る
事
と
な

っ
た
。

民
政
窯

内
閣

の
税
制
整

理
の
第

一
ば
減

税
政
策

で
あ

っ
た

。
即
ち

昭
和

五
年
度

の
追
加
豫
算

に
於

て
は
、
義
務

.敷
育
費
国

庫
負
澹
金
を

一
千
萬
圓
増
額

す

る
事

に
よ
う
、
地
方
税

に
於

て
實

質
的
減
税
を
な

し
た

の
で
あ

る
。
更

忙
倫

敦
條

約

に
よ

る
軍
縮

徐
剰

財
源

に
基

づ
き
、
直
接
税

と
し
て
は
地

租
と
螢
薬
取
益

税
と

に
於

て
税
率

を
減

じ
、

間
接
税
と

し
て
は
砂
糖
消
費
税

と
織
物

消
費

税
と

に
於

て
減
税
を
な

し
た

の
が
、
昭
和
六
年
度
以
来

の
國

税

の
減

税

で
あ

る
。
民
政
蕪
内
閣

は
減
税

を
な
す
と
共

に
減
債

を
も
志
す

に
至

っ
た
の
で
あ

る
。
新
規
公
債

を
募
集

せ
ざ



る
の
み
か
猫
逸
か
ら
受
取
る
賠
償
金
を
も
誠
債
基
金
の
中
に
繰
入
れ
る
事
と
し
て
、
起
債
と
積
建
五
の
南
方
面
に

於
で
会
債
現
在
高
を
械
や
る
事
に
努
め
た
の
で
あ
る
。
誠
債
と
減
税
k
の
二
つ
を
併
せ
桁
ふ
主
云
ふ
の
が
、
民
政

議
内
閣
の
最
初
の
財
政
方
針
で
あ
っ
た
。

然
し
此
の
財
政
々
策
は
永
〈
は
韻
か
な
か
っ
た
。
経
費
の
節
約
が
議
期
通
り
に
行
は
れ

4

さ
る
と
共
に
牧
入
が
見

積
り
通
り
に
入
っ
て
来
な
い
事
と
に
よ
っ
て
、
賠
償
金
を
械
債
基
金
に
繰
入
れ
る
の
を
一
時
中
止
す
る
と
共
に
、

例
外
的
に
会
債
を
募
集
し
に
の
で
あ
る
。
従
っ
て
第
二
衣
の
税
制
整
理
な
る
も
の
は
、
租
税
負
槍
金
額
を
金
睦
と

し
て
は
同
一
に
据
置
い
て
、
寧
ろ
租
税
負
轄
の
一
公
平
を
期
一
す
る
と
一
耳
ふ
賠
に
重
き
を
置
き
立
案
せ
ら
れ
た
の
で
あ

φ
。
培
れ
第
一
火
。
暁
制
整
理
ド
減
税
を
目
標
と
し
七
の
い
封
し
、
第
二
次
の
税
制
整
理
が
公
卒
負
据
を
目
標
E

し
た
所
以
で
あ
る
。
民
政
盤
…
内
閣
が
三
大
整
理
の
一
と
し
て
昭
和
七
年
度
よ
り
行
は
ん
と
す
る
税
制
整
理
は
、
賓

に
租
税
負
携
の
公
平
が
中
心
題
目
ぞ
な
し
て
ゐ
七
の
で
あ
る
。

税
制
整
理
の
問
題
は
、
其
れ
自
身
を
軍
濁
に
切
り
離
し
て
論
や
る
事
が
出
来
な
い
。
物
慣
が
落
潮
を
七
ど
っ
て

ゐ
る
今
日
で
は
、
租
税
の
自
然
減
般
は
見
れ
難
い
現
象
で
あ
る
か
ら
、
行
政
整
理
と
財
政
整
理
と
が
好
都
合
に
蓮

ん
で
こ
そ
初
め
て
、
増
税
を
伴
は
宇
専
ら
負
携
の
公
平
を
期
す
る
所
の
税
制
整
理
が
出
来
得
る
の
で
あ
る
。
然
る

に
、
之
に
封
し
二
つ
の
障
害
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
業
の
障
害
の
第
一
は
経
費
の
方
面
に
於
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、

行
政
整
理
と
財
政
整
理
と
が
議
想
通
り
に
遂
行
せ
ら
れ
ぎ
る
と
共
に
、
満
洲
事
麗
に
よ
り
幾
何
か
の
新
規
経
費
を

支
出
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
第
二
は
肱
入
の
方
面
で
あ
っ
て
、
物
慣
下
落
に
件
ふ
自
然
誠
般
を
考

へ
る
外
に
時
局
開
係
に
基
づ
〈
棋
牧
を
も
見
込
ま
ね
ば
な
ら
な
〈
な
つ
七
の
で
あ
る
。
是
に
於
て
、
明
年
度
珠
算

税

制

整

理

を

論

ず

第
三
十
三
容

八
二
七

第
六
時
抗

四



税

制

整

理

を

論

ず

第
三
+
三
巻

八
二
八

第
六
號

四
二

の
編
成
は
非
常
な
る
難
關
に
逢
着
す
る
事
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
非
募
債
主
義
は
之
を
棄
て
ね
ば
な

ら
ぬ
か
も
知

農

、
否
無

規
公
債
を
峯

す
る
に
止
ま
ら
壷

婚

税
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
も
知
れ
な
い
・
而
も
其
の
藩

と

増
税
と
の
程
度
が
確
然
と
見
透
し
が
つ
.か
な
い
繹
で
あ
る
。

、
昭
和
五
年
度
乏
昭
和
六
年
度
と
の
税
制
整
理
は
減
税
の
問
題
で
あ
っ
た
、
昭
和
七
年
度
の
称
制
整
理
は
最
初
は

負
憺

の
傘

か
ら
出
接

し
た
の
で
あ

る
が
、
今

度

は
窺

が
考

へ
ら

れ
・
事
と
な

っ
て
み
る
・
是

れ
最

近

二
箇
年

雫

に
於

け

る
税
制
整

理
問

題

の
憂
遷

で
あ
・る
。

繁

劇
勘
、
.趾
曾
正
義

の
原
則
と
税

制
整
.理

前
述
の
如
-
昭
和
七
年
度
に
行
は
る
べ
き
税
制
鐘

は
本
来
は
窺

に
も
あ
ら
ず
、
減
税
に
も
あ
ら
す
・
租
税

牧

人
を
動

か
さ

す
し

て
專

ら
負
婚

の
公

李
を

は
か
ら

ん
と

す

る
に
存
し

て
み
た

の
で
あ

る
。
即
ち
財
政
原

則

の
實

現
ま
り

も
寧
ろ
肚
會

正
義

の
原

則
の
徹
底

を
目
標
と
し

て
み
た
の

で
あ

っ
た
謁
而

し

て
此

の
精
神

は
各
方
面

に
之

を
實
現
す
る
事
が
出
來
る
が
、

、我
国
の
租
税
制
度
が
所
得
撃

主
税
と
し
て
み
る
關
係
か
ら
、
護
れ
し
も
先
づ
所

得
書

手
齧

れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
・
。
次
に
、
牧
霧

の
中
に
於
て
、
動
産
牧
益
税
と
し
て
は
資
本
利
子

税
、
ネ

動
産
牧
窺

と
し
て
は
地
租
、
更
に
其
他
に
粟

牧
霧

が
國
税
と
な
っ
て
ゐ
・
の
に
、
不
動
震

霧

の

一
種

耽

る
家

屋
税

の
み
が
地
方
税
と
な

っ
て
み

る
事

は
負
控

の
公
準

を
保

つ
所
以

で
な

い
、
從

っ
て
現
行

の
租

税
繋

を
維
持
著

限
り
、
家
屋
税
を
國
税
に
加

へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
第
三
に
、
我
が
國
税
.中
の
唯

一
の
財
産
税
た

る
相
続

税

が
不
完
全

で
あ

る
か
ら
之
を
改

め
ね
ば
な
ら

ぬ
。
斯

く
て
問

題

は
主
と
し

て
直
接
税

、
特

に
所
得
税
、



家

屋
税
、
相
続
税
等

を
中

心
と

し

て
論
ぜ
ら

れ
た

の
で
あ

っ
た
。
而

も
最

も
議

論
の
中

心
と

な

っ
た

の
は
所
得
税

に
就

て
ゴ
あ

る
。

所
得
税

に
は
第

一
種

、
、第

二
種
、
第

三
種

の
匿
別
が
あ

る
。
第

三
種
所
得

税
は
綜
合

課
税

主
義

で
あ

っ
て
、
累

進

税
率

を
採

用

し
、
所
得
税

の
普
遍
性

と
主

観
性
と
を
盛

っ
た
所

の
可

な
り
進
歩
し
実

る
税

法

で
適

者
。
然

し
第

二
種
所
得

税

は
比
例

税
率

を
採

用

し
、
所
得
税
と

し
て
は
最

も
幼

稚
な

る
源
泉
課
税
注
義

に
し

て
、
廣
質
上

に
於

て
は
資
本
利
子
税
と
同
様

の
も

の
で
あ

る
。
法
人

よ
り

の
所

得

に

つ
い
て
は
、
そ
の
六
十

パ
ー

セ

ン
ト
の
み
を
第

三

種
所
得

に
綜
合

し
て
み

ろ
の
で
あ

っ
て
綜
合
課
税
主
義

と
源
泉

課
税
主
義

と
の
折
衷
が
行

は
れ
て
る

る
の

で
あ

る
。
而

し

て
國

債

の
利
子

は
本

来
は
第

二
種
所
得
と
し

て
課
税

せ
ら

る

べ
.き
筈

で
あ

る
が

.
公
債
政
策
上

よ
り
明

暮

ヨ

貞
二
三

)

⊃
〒
手
書

ク
乱

し
=

9

)
)

「『

?

)
。

㌍

伊
一」コ
一
一ム『
素μ
ユレ
.月

弔
移

る
負
オ

フ
Z
.ζ
0

コ
」d
.ζ

最

初

に
倫
敦

條
約

に
基
づ

き
軍
縮
剰
鈴
財

源
が
出
家

る
見
込
が

立

つ
た
時

に
、
法
人

よ
り

の
所
得
を
第

二
種
所

得

と
同
様

に
源
泉

課
税

に
鍵
更

せ
ん
と

の
烈

し

い
運
動
が
起

つ
た
が

、
遽

に
効

を
奏

し
な

か

っ
た
。
蓋

し
肚

會

正

義

の
原
則

か
ら
云

へ
ば

、
綜
合

課
税
主
義

か
ら
源
泉
課
税
主
義

に
移

る
は
所
得
税
法

の
逆

行
た

る
が
故

で
あ

る
。

然

る

皿
今
度

の
税
制

整
理

に
於

て
は
、
第
二

に
国
債

の
利
子

に
も
課
税

す
る
事
と
し
、
第

二

に
法
人

の
配
當

の
百

パ
ー

セ

ン
ト
を
第
三
種
所
得

に
綜
合

せ
ん
と
し
、
更

に
第

二
種
所
得
を

も
第
三
種
所
得
税

に
綜
合

せ
ん
と
し
た

の

で
あ

っ
た
。

此

の
所
得

税

の
大

改

正
が
行

は

る
れ
ば

、

こ
れ
だ
け

で
も
我
が
租
税
史

上

に
於

け
る
劃
期
的
な

る
出
来
事

で
あ

る
。
大

正
九
年

の
寺
内
内
閣

が
な
さ
ん
と
し

て
な
し
能
.は
ざ
り

し
も

の
を
完

成
す
る
課

で
あ

る
。
然

し
な
が
ち

、

税

制

整

理

を

論

ず

第
三
十
三
巻
.

八
「二
九

葉
大
鋸

四
三



税
制

整

理

を

論

ず

第
三
+
三
巻

八
三
〇

第
六
號

四
四

切
迫

せ

る
経
済
界

の
情
勢

は
、
税
制

整

理

の
重

心
を
肚
會

正
義

の
原

則

よ
り
も
寧

ろ
財
政
原

則

に
向

け
て
来

た
の

で
「あ

る
。

第
三
、
財
政
原
則
に
よ
る
税
制
整
理

昭

和

七
年
度

の
税
制

整

理

を
行

ふ

に
當

り

、

特

に
注

目
す

べ
き

は
赤

字

が
豫

期

以

上

に
増

加

し

た
事

と
牟

償

切

下

論

を

め
ぐ

る
財

界

の
空

気

の
険

悪

な

る
事

と

の

二

つ
で
あ

る

。
從

て

砒

會

正
義

の
原

則

を

税
制

整

理

に
於

て
實

現

せ

ん

と

し

て

も

、
此

の

現
實

の
事

情

に
依

b

除

程

妨

げ

ら

れ

て
来

た

西

で
あ

る
。
焙

れ
今

回

の
税
制

整

理

が
漸

ナヒ
リ
コぎ

トほ
な

の
　

　
　
グタ

ひ
　ニく
コユ
　

レ
ノ
　

ノ

ロド
し

ド

　

ラ

ウ

ゼ
埋

杉
呼

疋

α
在

栄
を

濃

厚

な

二
、し

駐

流

と

す

る
漸

2

で
あ

る
(

増

税

即

ち

税

率

の
増

加

と

租
税

の
自

然

増

牧

と

は

、

一
慮

は
之

を

優

別

し

て
考

へ
ね
ば

な

ら

な

い
。

財
界

が
好

況

に
向

ふ
時

に
は

、

税
率

を
培

さ

な

く

て
否

な

或

る
程

度

に
税

率

を

引

下

げ

て
も

租
税
収

入

が
自

然

に
堆

し

て
行

一
)
「ρご

)
`
》
〇

ニ

ー
二
し

/
、

㌧.
.一

)

口

」1
し

.、
コ
・
)

・F

・
=
、
ト
ピ・ミ

・
三
1
8「
.卜
":
℃ヒ
・
監

ト
ゴ
」

㌧
'
・O

ノ
、

く
養

σ

マ
∂

る

乏

に
産

し

4

[「
σ
.動

き

具

易

イ

濁

σ
田
,
に
帽

屈
辱

を

撹

罹

の

帽
猛

々
雁

願
噸

ヌ

を
瀕

じ

否

な

税

率

を
増

し

て
も
術

ほ
租

税

牧

人

が
自

然

に
減

じ
、

焦

れ

ば

焦

る

程

、
猛

々
財

政

状
態

が
悪

化

す

る
事

も
考

へ
ら

れ

る

の
で

あ

る
。
好

景

気

に

は
減

税

が
返

っ

て
増

牧

を

齎

す
事

の
あ

る

に
反

し

、
不

況

時

に
は
増

税

と
増

収

と

が

動

も

す

れ

ば

爾

立

し

な

い
も

の
と

な

る
。

足

れ
好

景

気

の
財
政

が

庭

理

し

易

く
、
赤

字

財

政

の
取

扱

ひ
難

き

所

以

で
あ

る
。

世

界

大

戦

前

に
比

し
今

日

の
財

政

の
庭

現

し
難

き

一
つ

の
理

由

と

し

て

、
我

が
国

民
経

済

が

世

界

経

済

に
現

に

加

入

し

居

り

而

も

其

の

日

が
比
較

的

に
浅

い
事

を
塞

げ

る
事

が

出

來

る

。
中
途

年

端

の
国

際

経

濟

の

知
識

が

個

人



経
済

の
目
先

き

の
利
己

心
を
刺

戟
し
、
我
が
國

民

の

一
部

は
財
界
叉
rは
財
政

の

一
顰

一
笑

に
基

づ
き
或

び
は
硝

に

つ
き
或

は
弗

に
う

つ
ら

ん
と

し

て
み
る
。
即
ち
財
界
人

の

一
部

は
將
來

の
國
家
生
活

に
關

す

る
充
分
な

る
認
識

を

映

き
、
恰

も
国
家

非
常

の
際

に
當

り
我

が
貨

幣
制

度

を
破
壊

す

べ
き
結

果
と
な

る
努
力

を
し

て
み

る
の
で
あ

る
。

而

し
て
此

の
険

悪

な

る
空
気

は
金
輪
出
再
禁

止
論

に
於

て
先

づ
現
は
れ
更

に
李
償
切
下
論

に
於

て
最
も
徹
底
的

に

示

さ
れ

て
み
る
。
故

に
も
し
相
當
徹
底

し
た

る
肚
會

政
策

的

租
税
立
法

を
行

へ
ば

,
金
輸
出
再
禁
止
論
を

煽
り
更

に
卒
、償

切
下

論

に
力

を
添

へ
る
結
果

と
な

る
か
も
知

れ
な

い
の

で
あ

る
。

此

の
二

つ
の
事

情

よ
り
し

て
、
税
制

整

理
を
な
す

に
常

っ
て
も
肚
會

正
義

の
原

則

の
貴

行
が
妨
げ

ら
れ

て
み
る

の
で
あ

る
。
砒
會

正
義

の
原

則

に
よ
る
税
制
整

理

の
適
例
は

,
前
述

の
如

く
之

を
所
得
税

の
改
正

に
求
め

る
事

が

出

来

る
が
、
此

の
二

つ
の
理
由

に
よ
b
貴

行
が
困
難

で
あ

る
。

第

一
に
国
債

利
子

に
課
税

す

る
問
題

で
あ

る
が
、
赤

字

を
補
填

す

る
爲

め

に
公
債
を
新
規

に
募

集
す

る
必
要
が

あ

る
と

、
國

債
利
子

に
新
た

に
所
得
税

を
課
す

る
事

を
見
合

は
さ
ね
ば
な
ら
な

い
。
思

ふ
に
國
債

利
子

に
課
税
す

る
事

は
原

則
と

し
て
税
額

の
、還
元
額

だ
け
公
債

の
市
債

を
下

落

せ
し
む

る
も
の
で
あ

る
か
ら

、
新
規
公
債

を
起

し

且

つ
其

の
手

取
金
を
大

に
す

る
必
要

に
追

ら
れ

て
る

る
際

に
は
此

の
問
題

を
徹
底
的

に
解
決

す

る
の
憾
囮

難

で
あ

る
。
蓋

し
今

日

の
公
債
牧

人
の
手
取
金

の
方
が
、
將

來

の
国
債

利
子

の
租
税
収

入
よ
り
も
財
政
家

に
と
り
必
要

な

る
が
故

で
あ

る
。
国

債
利
子

に
免
税
す

る
事

は
其
れ
自
身
頗

る
不
合
理

の
事

で
あ

っ
て
、
所
得
税
課
税

の
此

の
廣

き
治
外

法
権

を
撤

去
す

る
事

は
何
人
も
異

論

の
無

き
所

で
あ

る
、
而
も
此

の
理
論
上
當
然

の
要
求

で
あ

っ
て
も
直

ち

に
之
を
實
行

ず

る
段

に
な

る
と
難
關

に
逢
着

す
る

の
で
あ

る
。

税

制

整

理

を

論

ず

第
三
十
三
巷

八
三
一

第
六
號

四
五



税

制

整

理

を

論

ず

第
三
+
三
巻

八
三
二

第
六
號

四
六

第

二

に
第

二
種
所
得
及

び
法
人

よ
り

の
配
當
金
を
百

パ
ー

セ

ン
ト
第

三
種
所
得

に
綜
合

し

て
課

税
す

る
事

は
、

理
論
上
ば
異
議

の
な

い
所

で
あ

る
。
然

し
ム
ー日
直
ち

に
此

の
立
法
を
實

行
ず

る
事
と
な

る
と
、
固

に
神

経
的

に
恐

怖

心
を
抱

き
資

本

の
海

外
逃
避

に
努
力

せ
る

人
達

の
運
動

に

一
層

油
を
注
ぐ
.事

と
な
り

、

理
外

の
理

に
て

財
界

に
嫌
気

を
起

さ
し
め
る
虞

が
あ

る
。
各
方
面

の
努
力

に
よ
り
此

の
問

題
が
折
角

解
決

せ
ら

る
べ
き
筈

で
あ

っ
た
の

に
、
最
近

に
至
り
實
行

の
可

能
性
が
疑
は

れ
て
来

た

の
で
あ

る
。

斯

O
如
く
肚
會

正
義

の
原

則
を
目
標

と
す

る
税
制
整
理

を
行

ふ
事

は
ム
ー
日
の
場
合

に
於

て
は
非
常

に
困
難

と
な

っ
て
み
る
。
本
家

㍑
ら
ば

.
此

の
不

況

の
際

に
増
税
す

る
の
で
あ

る
か
ら
肚
會

正
義

の
原

則
を
特

に
顧
慮

せ
ね
ば

な
ら

ぬ
筈

で
あ

る
の
に
、
r其
れ
が
出

家
難

い
の
は
残
念

で
あ

る
。
特

に
寒

心
す

べ
き
は
李
慣

切
下

論

で
あ

っ
て
、

論
者

の
中

に
は

五
割
切
下
を
李
氣

で
唱

へ
て
る
る
人
が
あ

る
。
短
期
間

の
中

に
本
位
貨

に
五
割

の
切
下
が
行

は
る

る
事

を
想

像

せ
よ
。
肚
會

正
義

の
原

則
の
税
制
整

理
を
行

っ
た
所

で
、
本
位
貨

の
荒

療
治

に
逢

へ
ば
総

べ
て
水
泡

に
締

す
る

の
で
あ

る
、
否
な
新
税
制

の
み
な

ら
す
既
存

の
税
制

も
総

べ
て
破
壊

し
書

さ

れ
る
の
で
あ

る
。
平
慣

切

下

論
の

一
掃

は
総

べ
て
の
方
面

に
必
要

で
あ

る
が

、
特

に
税
制
整

理
を
促

進
す

る
上

に
於

て
第

一
の
前

提
を
な
す

も

の

で
あ
る
。
.

假

ヶ

に
肚
曾

正
義

の
原

則

の
税
制

整
理
を
全

く
断
念

し
、
專

ら
財
政
原

則

に
基

づ
き
増

税
す

る
事

と
な

る
と

、

軍
縮

剰
絵
財
源

に
よ

る
減

税
を

一
時
中

止
中
名

と
か
、
所
得

税

の
免
税
鮎

を
引
下
げ

る
と

か
、
間
接
消
費
税

の
新

設
叉

は
増
税

に
財
源

を
求
め

る
と
か

の
各
種

の
方
法

に
よ
ら
ね
ば
な
ら

粗
。
肚
會

正
義

の
原
則

に
基

づ

く
税
制
整

理
が
財
政
原

則
の
税
制
整

理

に
脅

さ
れ

て
み
る
の
が

、
我
国

現
今

の
税
制
整

理

の
遅

々
と

し
て
進
ま

ざ

る
所
以

で



あ

る

。

第
四
、
整
理
方
針
の
確
立

例
年
な
ら
ば
・
既
に
昭
和
七
年
度
豫
箋

の
詳
細
が
明
か
と
な
b
、
從
っ
て
其
れ
に
響

込
ま
巽

税
制
鐘

案
も
完
成
・
て
る
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
・
.
然
・
に
行
政
鐘

及
び
財
政
鐘

藁

し
て
如
何
な
る
程
度

迄
行
は
れ
る
か
が
明
瞭
で
?

、
薫

洲
毒

に
冑

馨

的
に
支
出
す
べ
曇
嚢

葬

何
に
去

か
、
暑

排

斥
が
我
が
財
界
に
響

更
畏

れ
が
租
税
牧
人
に
及
ぼ
す
髪

が
果
し
て
如
何
穿
る
敷
字
を
示
す
か
ゴ
盟

に
算

奪

ら
れ
て
る
な
い
の
で
奮

・
而
も
震

出
再
禁
止
論
と
播

切
下
論
と
が
財
界
を
脅
か
し
且
つ
財
政
に
悪
影

響
を
及
ぼ
え

と
す
夷

慮
す
べ
き
情
勢
も
存
し
て
ゐ
・
。
足
れ
財
務
篤

が
稿

難

の
方
針
を
確
立
し
讐

所

以

で
あ

る
。

然
し
考

へ
方
を
肇

・
と
、
財
警

局
が
我
国
現
時
の
財
界
及
び
財
政
に
關
し
て
有
す
・
確
信
如
何
が
導

時

圏

-

;
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ー
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こ

よ

る

党
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整
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局

を

決

定

す

る

事

が
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る

¢

て

塗

る

、

自

‡
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を
要
求
し
て
み
る
か
又
は
財
政
原
則
に
老

税
制
整
理
を
要
求
』

・
ゐ
・
か
、
暮

我
が
国
民
が
含

以
上
の
租

税
負
警

耐
え
得
・
か
否
か
の
問
題
に
つ
き
明
繋

・。
確
信
が
出
来
て
み
れ
ば
、
此
の
確
信
が
逆
旨

前
に
山
積

す

る
幾
多

の
問
題

に
解
決

を
與

ふ
る
資

料
と
な

る
の
で
あ

る
。

書

に
云

へ
ば
財
界
不
況
の
際
に
籍

封
蘭
塔

税
を
行
は
な
い
の
が
余
の
重

で
宏

。
然
し
赤
房

募

が
如
何
と
も
な
し
讐

窺

を
馨

な
各

ら
れ
る
事
が
あ
っ
て
も
、
が
の
財
政
原
則
の
み
あ

っ
て
他
の
原
則
が

税

制

整

理

・

論

ず

第
三
+
三
巻

八
三
三

第
六
號

四
七



税

制

整

理

を

論

ず

第
三
+
三
巻

八
三
四

第
六
號

四
八

眼
中

に
無

き
が
如

き
税
制
整

理
を
避

け
、
事
情

の
許
す
限
b

は
肚
會

正
義

の
原

則
の
要
求

を
税
制
整

理

に
加

味
す

べ
き

で
あ

る
。
更

に
租
税
負
憺

の
限
度

な

る
も
の
は
可

な
b
相
場
的

の
も

の

で
あ

っ
て
心
理
的

に
も
伸
縮

す

る
も

の
で
あ

る
。
時

局

に
饗

す
る
國

民

の
理
解

が
充

分

で
あ

れ
ば
可

な
り

の
重
税

も
喜

ん
で
之

を
忍
び
得

べ
く
、
之

に

反
し
國

民

の
理
解

し
難

き
も

の
で
あ

る
と
少

し
の
増
税

で
も
非

常
な
苦
痛

を
俘

ふ
も
の

で
あ

る
、
然

し
國
家

非
常

の
際

に
不
自
然

に
金

の
流
出

す

る
の
を
見

て

「
思
惑

に
あ

ら
す
投
資
な

る
が
故

に
差
支

な

し
」

と
云

ふ
議

論
が
李

氣

で
行

は
れ

て
る
る
の
を
見

る
と
、
時
局

に
判
ず

る
国

民

の
理
解

な

る
も
の
も
、
決
し

て
楽
観

を
許
き
す
愼

重

に

考
慮

セ
廻

ら
ず

必
要
が
存

し
て
み

お
の
で
あ

る
。

.要

す

る

に
、
租
税
制
度

が
他

の
経
濟
政
策
及
び
財
政
政

策

の
従

属
的
地
位

に
あ

る
事

の
み
を
考

へ
て
、
租
税
制

度

が
他

の
政
策

を
支

配
す

る
必
要
あ

る
事

を
忘

れ
て
み

て
は
、
徹
底
的

の
税
制
整

理
を
行

ふ
事

は
全

く
不
可
能

で

あ

る
。
税
制
整

理
を
総

べ
て
の
経
濟
政
策

及
び
財
政
政
策

の
最
後

に
置

き
去

り

に
し
た
所

に
、
現
時

の
財
政
政
策

の
缺
陥

が
存

し
て
み

る
の
で
あ

る
。
過
去

は
之
を
問

は
な

い
、
然

し
少
な

く
と

も
将
家

に
於

て
は
租
税
政
策

に
相

當

の
敬
意

を
彿

び

、
或

る
程
度
ま

で
は
租
税
政
策

を
し
て
他

の
政
策

を
指
導

せ
し
め
ね
ば
な

ら

晒
。
斯

く
し
て
税
制

整

理

の
重
心
を
増
税

の
目
標

よ
り
少
し

で
も
遠
ざ
け
公
準
負

憺
主
義

の
鮎

に
置
く
事

が
出
来

る
の
で
あ

る
。
従
属

的

の
租
税
政
策

を
棄

て

、
自
主

的

の
租
税

政
策
を
樹
立
す

る
鮎

に
、
現
時

の
税
制
整

理
問

題
の
眼
目
が
存
し

て
み

る

。

'


